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内閣府

平成 28 年1月 1 5 日

内閣府大 臣官房

公 益法 人行 政担当室

公益財団法人日本ライフ協会に対する勧告について

公益財団法人日本ライフ協会において、利用者の預託金の一部を流用し

ていたという問題に関し、行政庁（内閣総理大臣）は本日付けで、 同法人

に対し、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「公

益認定法」という。）第 28 条第1項の規定による勧告を行いましたので、

公表します。

［
この勧告は、内閣府公益認定等委員会から行政庁（内閣総理大臣）に対して行われ

：。
同法46条第1項の規定による勧告に基づき行政庁（内閣総理大臣）が行うもの］

詳細は、 別添資料を御覧ください。

【本件問合せ先】
内閣府大臣官房公益法人行政担当室

黛、石塚
TEL:5403-9538 （直通）
FAX:5403-0231 
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